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漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指針の細目について 
 

平成 27 年７月 17 日 27 水第 1588 号  

知事、国土交通省北海道開発局長、内閣府  

沖縄総合事務局あて 水産庁長官通知  

 

最終改正 令和７年６月６日７水第 744号  

 

第１ 総則 

 １ 趣旨 

   漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針（平成 14 年３月７日公表、平成 24 年３月 21 日

変更。以下「基本方針」という。）では、Ⅲ．漁港漁場整備事業の施行上必要とされる技術的指

針に関する事項 １．漁港漁場施設などの設計に関する事項において、「漁港漁場整備事業の

施行に当たっては、漁港漁場施設などの設計における合理性、客観性及び説明責任の確保が求

められており、それぞれの漁港漁場施設などの目的・機能に応じ、その目的の達成や機能の確

保のために施設に備わるべき能力である「性能」を明確にし、性能規定化に対応した設計を推

進することが必要である」と定められている。本通知は、基本方針に基づき、性能規定化に対

応した漁港漁場施設などの設計の基本的な考え方を明らかにするとともに、漁港漁場施設など

に備わるべき性能及びその照査について、最低限の要件を示したものである。 

２ 対象施設 

本通知の対象とする施設は、漁港及び漁場の整備等に関する法律（令和５年法律第 34号）第

４条第１項の事業により整備される漁港漁場施設などとする。 

３ 用語の定義 

次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。 

（１）目的 

漁港漁場施設などを設置する理由について、事業者又は利用者の観点から記述したも

のをいう。 

（２）要求性能 

漁港漁場施設などが目的を達成するために必要とされる性能をいう。 

（３）性能規定 

性能照査を行えるよう、要求性能を具体的に記述したものをいう。 

（４）性能照査 

漁港漁場施設などが性能規定を満足していることを確認する行為をいう。 

（５）構造上安全 

   設計供用期間中に想定される作用によって構造物に発生する損傷が、設計対象施設に

求められる機能を損なわない程度にとどまり、継続して使用できることをいう。 

（６）設計供用期間 

漁港漁場施設などの設計において、設計対象施設が要求性能を満足し続けることを想

定する期間をいう。 

（７）作用 

構造物又は部材の性能照査において、力学的に取り扱われる力及び荷重、又はそれら

を生起させ、若しくはそれらに影響を及ぼす全ての要因をいう。 

（８）設計津波 

漁港漁場施設などを設置する箇所において発生すると想定される津波のうち、設計対象

施設の設計供用期間中に発生する可能性が低く、かつ、設計対象施設に大きな影響を及ぼ
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すものをいう。 

（９）レベル１地震動 

漁港漁場施設などを設置する箇所において発生すると想定される地震動のうち、設計

対象施設の設計供用期間中に発生する可能性が高いものをいう。 

（10）レベル２地震動 

漁港漁場施設などを設置する箇所において発生すると想定される地震動のうち、最大

規模の強さを有するものをいう。 

（11）耐震強化岸壁 

大規模な地震等の発生時に、被災直後の緊急物資や避難者の海上輸送等を考慮し、特

に通常の岸壁よりも耐震性能を強化した岸壁をいう。 

（12）粘り強い構造 

設計津波を超える規模の津波に対して被害を受けたとしても、可能な限り全壊しにく

い、若しくは全壊に至るまでの時間を少しでも長く延ばすことができる、又は災害後に

施設の早期復旧が可能となる構造上の工夫をいう。 

４ 漁港漁場施設などの設計の基本的な考え方 

（１）漁港漁場施設などは、当該施設の目的に応じて、自然状況、利用状況その他の当該施設

が置かれる諸条件を勘案して、当該施設の要求性能を満足するよう、適切に設計されるも

のとする。 

（２）当該施設の要求性能の照査に当たっては、本通知で定めた性能規定をその要件とするこ

とができる。 

 

第２ 外郭施設 

  外郭施設の目的は、漁港区域内の係留施設、水域施設、機能施設等を波、漂砂、潮汐、河

川流、風等による悪影響から防護し、漁船の安全及び円滑な漁港利用を確保することを基本

とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 外郭施設の要求性能 

 （１）共通 

外郭施設に共通する要求性能は、漁港区域内の係留施設、水域施設、機能施設等に対す

る波、漂砂、潮汐、河川流、風等による悪影響を低減できるよう十分な機能を有すること

とする。 

（２）防波堤 

防波堤の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 漁港内に侵入する波を低減することができるよう適切なものとする。 

イ 自重、浮力、波等の作用に対して構造上安全なものとする。 

ウ 不特定多数の利用者に供する防波堤にあっては、利用者の安全を確保できるよう適

切なものとする。 

エ 耐震性能を強化する防波堤にあっては、レベル１地震動又は発生頻度の高い津波を

生じさせる地震動に対して構造上安全なものとする。 

オ 耐津波性能を強化する防波堤にあっては、設計津波の作用に対して構造上安全なも

のとする。 

カ 特に重要な施設にあっては、設計津波を超える津波に対して、粘り強い構造である

こととする。 

（３）護岸 

護岸の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 漁港区域内に侵入する波を低減することができるよう適切なものとする。 
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イ 自重、浮力、波、レベル１地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

ウ 不特定多数の利用者に供する護岸にあっては、利用者の安全を確保できるよう適切

なものとする。 

（４）堤防 

堤防の要求性能は、（３）の規定を準用する。 

（５）防潮堤 

防潮堤の要求性能は、（３）の規定を準用する。 

（６）胸壁 

胸壁の要求性能は、（３）の規定を準用する。 

（７）水門 

水門の要求性能は、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 高潮、津波等による越流の侵入を防止することができるよう適切なものとする。 

イ 設計対象施設背後の不要な内水を排除することができるよう適切なものとする。 

ウ 自重、水圧、波、レベル１地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（８）閘門 

閘門の要求性能は、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 漁船の航行に影響を及ぼさないよう適切なものとする。 

イ 高潮、津波等による越流の侵入を防止することができるよう適切なものとする。 

ウ 自重、水圧、波、レベル１地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（９）突堤 

突堤の要求性能は、（２）の イ の規定を準用するほか、漂砂を制御することができる

よう適切なものとする。 

（10）防砂堤 

防砂堤の要求性能は、（９）の規定を準用する。 

（11）導流堤 

導流堤の要求性能は、（９）の規定を準用するほか、河川の出水に影響を及ぼさないよ

う適切なものとする。 

２ 外郭施設の性能規定 

（１）共通 

外郭施設に共通する性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 水域環境の保全のための海水交換機能を必要とする外郭施設にあっては、水域の利

用形態、流れ及び水質の変化を考慮して、求められる海水交換ができること。 

イ 周辺の良好な天然藻場に配慮する必要がある外郭施設にあっては、設計対象施設に

おいて、藻場を造成させる機能を有すること。 

（２）防波堤 

防波堤に共通する性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 航路及び泊地の静穏度を満足するように適切に配置され、かつ、所要の諸元を有す

ること。 

イ 消波構造の防波堤にあっては、所要の消波機能を発揮できるよう所要の諸元を有す

ること。 

ウ 不特定多数の利用者に供する防波堤にあっては、風、波等の自然状況及び設計対象

施設の利用方法等に応じて、利用者の安全を確保できるよう所要の諸元を有するこ

と。 

エ 耐震性能を強化する防波堤にあっては、レベル１地震動又は発生頻度の高い津波を

生じさせる地震動の作用に対して構造形式に応じた構造の安定性が満足されること。 
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オ 耐津波性能を強化する防波堤にあっては、設計津波による漁港内の水位上昇及び流

速を低減できるよう適切に配置され、かつ、設計津波による作用に対して構造形式に

応じた構造の安定性が満足されること。 

カ 特に重要な施設にあっては、設計津波を超える津波による作用に対して、可能な限

り安定が保たれる構造上の工夫が施されていること。 

（３）重力式防波堤 

重力式防波堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、浮力、波等の作用に対して、堤体の滑動及び転倒、基礎の支持力、地盤のす

べり破壊等、構造の安定性が満足されること。 

イ レベル１地震動による影響が想定される重力式防波堤にあっては、自重、浮力、レ

ベル１地震動等の作用に対して、堤体の滑動及び転倒、基礎の支持力等、構造の安定

性が満足されること。 

（４）矢板・杭式防波堤 

矢板・杭式防波堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、波等の作用に対して、矢板又は杭が構造の安定に必要な根入れ長を有し、か

つ、矢板又は杭に生じる応力が許容値以下となるよう所要の諸元を有すること。ま

た、杭に作用する軸方向力が地盤の許容支持力以下となること。 

イ レベル１地震動による影響が想定される矢板・杭式防波堤にあっては、自重、レベ

ル１地震動等の作用に対して、矢板又は杭が構造の安定に必要な根入れ長を有し、か

つ、矢板又は杭に生じる応力が許容値以下となること。また、杭に作用する軸方向力

が地盤の許容支持力以下となること。 

（５）二重矢板式防波堤 

二重矢板式防波堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、浮力、波等の作用に対して、矢板が構造の安定に必要な根入れ長を有し、か

つ、矢板に生じる応力が許容値以下となること。 

イ 自重、土圧等の作用に対して、タイ材及び腹起こしに生じる応力が許容値以下とな

ること。 

ウ 矢板の下端を底面と見なした重力式構造として、自重、浮力、波等の作用に対し

て、堤体の滑動及び転倒、基礎の支持力等、構造の安定性が満足されること。 

エ レベル１地震動による影響が想定される二重矢板式防波堤にあっては、自重、浮

力、レベル１地震動等の作用に対して、アからウまでの規定が満足されること。 

（６）浮防波堤 

浮防波堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、浮力、波、載荷重等の作用に対して、浮体が転覆を生じず、安定であるこ

と。 

イ 自重、風、波等の作用に対して、係留索に生じる応力及び係留アンカーに働く引張

力が許容値以下となること。 

（７）護岸 

護岸の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 波又は高潮による海水の侵入を防止できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元

を有すること。 

イ 不特定多数の利用者に供する護岸にあっては、風、波等の自然状況及び施設の利用

状況等に応じて、利用者の安全を確保できるよう適切な諸元を有すること。 

ウ 津波から背後地を防護する必要がある護岸にあっては、設計津波による海水の侵入

を防止できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 
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エ 構造物の安全性については、構造形式に応じて、第３の２の（２）、（３）、（４）、

（５）又は（６）の規定を準用する。ただし、漁船による接岸及びけん引に関する規

定は除くものとする。 

（８）堤防 

堤防の性能規定は、（７）の規定を準用する。 

（９）防潮堤 

防潮堤の性能規定は、（７）の規定を準用する。 

（10）胸壁 

胸壁の性能規定は、（７）の規定を準用する。 

（11）水門 

水門の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 高潮、津波等による越流の侵入を防止できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸

元を有すること。 

イ 設計対象施設背後の不要な内水を排除できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸

元を有すること。 

ウ 自重、水圧、波、レベル１地震動等の作用に対して、水門の構造及び水門システム

が安定であること。 

エ 特に重要な施設にあっては、ウに規定するほか、自重、水圧等及び設計津波又はレ

ベル２地震動の作用に対して、水門の構造及び水門システムが安定であること。 

（12）閘門 

閘門の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 漁船の航行に影響を及ぼさないよう適切に配置され、所要の諸元を有すること。 

イ 自重、水圧、波、レベル１地震動等の作用に対して、閘門の構造及び閘門システム

が安定であること。 

ウ 特に重要な施設にあっては、イに規定するほか、自重、水圧等及び設計津波又はレ

ベル２地震動の作用に対して、閘門の構造及び閘門システムが安定であること。 

（13）突堤 

突堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 水域施設、漁場の施設等の埋没等を抑制するために、漂砂が制御できるよう適切に

配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 構造物の安全性については、構造形式に応じて（３）、（４）又は（５）の規定を準

用する。 

（14）防砂堤 

防砂堤の性能規定は、（13）の規定を準用する。 

（15）導流堤 

導流堤の性能規定は、（13）の規定を準用するほか、河川の出水に影響を及ぼさないよ

う適切に配置され、かつ、所要の諸元を有することとする。 

 

第３ 係留施設 

  係留施設の目的は、漁船を安全に係留して、効率的な水産物の陸揚げ、漁業生産用資材の

積卸し等の作業、漁船員の乗降、漁船の安全確保等を行うことを基本とする。その目的を達

成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 係留施設の要求性能 

（１）共通 

係留施設に共通する要求性能は、漁船を係留して、水産物の陸揚げ、漁業生産用資材の
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積卸し等の作業、漁船員の乗降、漁船の安全確保等を行うことができるよう十分な機能を

有することとする。 

（２）岸壁・物揚場 

岸壁・物揚場の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 漁船を安全に係留して、水産物の陸揚げ、漁業生産資材の積卸し、漁船員の乗降等

に利用できるよう適切なものとする。 

イ 自重、浮力、載荷重、レベル１地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

ウ 耐震強化岸壁及び耐震強化岸壁に準じる岸壁にあっては、レベル２地震動によって

構造物に発生する損傷が限定的なものにとどまり、軽微な補修により早期に機能が回

復できるものとする。 

エ 耐津波性能を強化する岸壁・物揚場にあっては、設計津波の作用に対して構造上安

全なものとする。 

オ 特に重要な施設にあっては、設計津波を超える津波に対して、粘り強い構造である

こととする。 

（３）桟橋 

桟橋の要求性能は、（２）の規定を準用する。 

（４）浮桟橋 

浮桟橋の要求性能は、（２）のア及びイの規定を準用する。 

（５）船揚場 

船揚場の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 利用漁船の諸元及び利用状況に応じて、漁船の揚げ降ろしができるよう適切なもの

とする。 

イ 自重、載荷重、波等の作用に対して、構造上安全なものとする。 

（６）係留浮標 

係留浮標の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 利用状況に応じて、漁船が係留できるよう適切なものとする。 

イ 漁船の係留等によって生じる作用に対して、構造上安全なものとする。 

（７）係留杭 

係留杭の要求性能は、（６）の規定を準用する。 

（８）付属設備 

付属設備の要求性能は、設備の構造に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 係留施設の効率的かつ安全な利用ができるよう適切なものとする。 

イ 係留施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

２ 係留施設の性能規定 

（１）岸壁・物揚場 

岸壁・物揚場に共通する性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 利用漁船の諸元に応じた所要の水深及び長さを有すること。 

イ 潮位の影響、利用漁船の諸元及び係船岸の利用状況に応じた所要の天端高を有する

こと。 

ウ 利用状況に応じて必要な付属設備を有すること。 

エ 耐震強化岸壁にあっては、レベル２地震動による災害後に必要となる機能として、

緊急物資、避難者及び支援者の海上輸送等に供することができるよう適切に配置さ

れ、かつ、所要の諸元を有すること。 
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オ 特定目的岸壁にあっては、対象となる船舶が、安全かつ円滑に利用できるよう適切

に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

カ 蓄養殖に供する岸壁においては，蓄養殖作業に応じた安全性及び利用性に配慮して

適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

（２）重力式係船岸 

重力式係船岸の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、土圧、載荷重等の作用に対して、基礎の支持力、地盤のすべり破壊等、構造

の安定性が満足されること。 

イ 自重、載荷重等及びレベル１地震動又は漁船のけん引の作用に対して、壁体の滑動

及び転倒、基礎の支持力等、構造の安定性が満足されること。 

（３）普通矢板式係船岸 

普通矢板式係船岸の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、土圧、載荷重等の作用に対して、地盤のすべり破壊等、構造の安定性が満足

されること。 

イ 土圧、載荷重等及びレベル１地震動又は漁船のけん引の作用に対して、矢板が構造

の安定に必要な根入れ長を有し、かつ、矢板に生じる応力が許容値以下となること。 

ウ 土圧、載荷重等及びレベル１地震動又は漁船のけん引の作用に対して、控え工が構

造形式に応じて適切に配置され、かつ、構造の安定性が満足されること。また、タイ

材及び腹起こしに生じる応力が許容値以下となること。 

エ 漁船の接岸の作用に対して、上部工の部材に生じる変位、変形及び応力が許容値以

下となること。 

（４）自立矢板式係船岸 

自立矢板式係船岸の性能規定は、（３）のア、イ及びエの規定を準用するほか、土圧、

載荷重等及びレベル１地震動又は漁船の接岸及びけん引の作用に対して、矢板頭部の変

位が許容値以下となることとする。 

（５）二重矢板式係船岸 

二重矢板式係船岸の性能規定は、（３）の規定を準用するほか、以下に定めるとおりと

する。 

ア 自重、土圧、レベル１地震動等の作用に対して、壁体の滑動等、構造の安定性が満

足されること。 

イ 自重、土圧、レベル１地震動等の作用に対して、前面及び背面矢板の天端に生じる

変形量が許容値以下となること。 

（６）棚式係船岸 

棚式係船岸の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、土圧、載荷重等の作用に対して、地盤のすべり破壊等、構造の安定性が満足

されること。 

イ 土圧、載荷重等及びレベル１地震動又は漁船のけん引の作用に対して、矢板が構造

の安定に必要な根入れ長を有し、かつ、矢板に生じる応力が許容値以下となること。 

ウ 土圧、載荷重、レベル１地震動等の作用に対して、壁体の滑動及び転倒等、構造の

安定性が満足されること。 

エ 自重、土圧等及びレベル１地震動又は漁船の接岸及びけん引の作用に対して、棚杭

に作用する軸方向力が地盤の許容支持力を満足し、かつ、棚杭に生じる応力が許容値

以下となること。 

オ 自重、土圧等及びレベル１地震動又は漁船の接岸及びけん引の作用に対して、棚の

部材に生じる変位、変形及び応力が許容値以下となること。 
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（７）桟橋 

桟橋の性能規定は、（１）の規定を準用するほか、以下に定めるとおりとする。 

ア 自重、載荷重、波等及びレベル１地震動又は漁船の接岸及びけん引の作用に対し

て、杭に作用する軸方向力が地盤の許容支持力以下となること、かつ、杭に生じる応

力が許容値以下となること。 

イ 自重、載荷重、波等の作用に対して、渡版が安定な構造であること。 

ウ 土留部の性能規定は、構造形式に応じて、（２）、（３）、（４）、（５）又は（６）の規

定を準用する。ただし、漁船による接岸及びけん引に関する規定は除くものとする。 

（８）耐震・耐津波性能を強化する岸壁 

耐震性能及び耐津波性能を強化する岸壁の性能規定は、構造形式に応じて、（２）、

（３）、（４）、（５）、（６）又は（７）の規定を準用するほか、以下に定めるとおりとす

る。 

ア 耐震強化岸壁及び耐震強化岸壁に準じる岸壁にあっては、レベル１地震動の作用に

対して液状化判定を行い、必要に応じて液状化対策が講じられていること。また、自

重、浮力、レベル２地震動等の作用に対して、岸壁に生じる変形量が許容値以下とな

ること。 

イ その他の耐震性能を強化する岸壁にあっては、レベル１地震動又は発生頻度の高い

津波を発生させる地震動の作用に対して液状化判定を行い、必要に応じて液状化対策

が講じられていること。 

ウ 耐津波性能を強化する岸壁にあっては、設計津波による作用に対して、構造形式に

応じた構造の安定性が満足されること。 

エ 特に重要な施設にあっては、設計津波を超える津波による作用に対して、可能な限

り安定が保たれる構造上の工夫が施されていること。 

（９）浮桟橋 

浮桟橋の性能規定は、（１）のア、ウ、オ及びカの規定を準用するほか、以下に定める

とおりとする。 

ア 利用漁船の諸元及び施設の利用状況に応じた所要の乾舷を有すること。 

イ 自重、浮力、載荷重等及び波又は漁船の接岸及びけん引の作用に対して、浮体が転

覆を生じず安定であること。 

ウ 係留設備にあっては、自重、浮力、波、載荷重、漁船の接岸及びけん引等の作用に

対して、構造形式に応じた安定性が満足されること。 

エ 連絡橋又は渡橋にあっては、施設の利用状況に応じた適切な幅員及び勾配が確保さ

れていること。また、浮体の安定及び動揺に影響を及ぼさないこと。 

オ 調節塔にあっては、自重、地震力、連絡橋の反力等の作用に対して、安定性が満足

されること。 

（10）船揚場 

船揚場の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 利用漁船の諸元に応じた所要の水深及び長さを有すること。 

イ 潮位の影響、利用漁船の諸元及び船揚場の利用状況に応じた所要の天端高を有する

こと。 

ウ 自重、載荷重、波等の作用に対して、張りブロック又は舗装が所要の質量を満足す

ること。 

エ 自重、載荷重等の作用に対して、地盤のすべり破壊等、構造の安定性が満足される

こと。 
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（11）係留浮標 

係留浮標の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 利用状況に応じた適切な浮体の乾舷を有すること。 

イ 自重、浮力、波、流れ、漁船のけん引等の作用に対して、浮体鎖、地鎖及び沈錨鎖

に生じる応力が許容値以下であること。 

ウ 自重、浮力、波、流れ、漁船のけん引等の作用に対して、係留アンカーに働く引張

力が許容値以下であること。 

（12）係留杭 

係留杭の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 利用状況に応じた所要の諸元を有すること。 

イ 漁船の接岸及びけん引等の作用に対して、杭に作用する軸方向力が地盤の許容支持

力以下となること、かつ、杭に生じる応力が許容値以下となること。 

 

第４ 水域施設 

  水域施設の目的は、漁船を安全に入出港若しくは港内のある地区から他の地区へ移動させ

る又は漁船が操船、係留、錨泊などを行うとともに、漁具の安全で適正な管理を図ることを

基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 水域施設の要求性能 

（１）共通 

水域施設に共通する要求性能は、漁船その他の船舶及び漁具の利用状況に応じて、以下

の要件を満たしていることとする。 

ア 水域施設を利用する漁船その他の船舶の船型・隻数あるいは漁具の大きさ・台数及び

管理方法、係留施設並びに漁港区域及び周辺の水域の利用状況を考慮し、適切なものと

する。 

イ 土砂の堆積により水域施設の機能が低下するおそれのあるときは、これを防止する

措置が講じられてるものとする。 

（２）航路 

航路の要求性能は、漁船が安全かつ円滑に航行できるよう適切であることとする。 

（３）泊地 

泊地の要求性能は、水面の利用状況に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 漁船が安全かつ効率的に利用できるよう適切なものとする。 

イ 蓄養殖等の水面利用に供する場合は、それらの利用にも配慮するものとする。 

  （４）漁具管理水域 

     漁具管理水域の要求性能は、水面の利用状況に応じて、以下の要件を満たしていることと 

    する。 

    ア 漁具の種類及び管理方法、周辺の施設を考慮して、適切なものとする。 

    イ 台風等荒天時に漁具を一時的に避難させる場合は、漁具を安全に管理できるよう適切な 

     ものとする。 

 

２ 水域施設の性能規定 

（１）航路 

航路の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 
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ア 航路の方向は、波、流れ、風等の影響及び周辺水域の利用状況等を考慮し、漁船の

航行に支障を及ぼさないよう適切に配置されていること。 

イ 航路の幅員は、利用漁船の長さ及び幅、波、流れ、風の影響等を考慮し、適切な諸

元を有すること。 

ウ 航路の水深は、波、流れ、風等による漁船の動揺並びに漁船のトリム、海底地盤及

び操船性を考慮し、利用する最も大きな漁船の吃水以上の適切な諸元を有すること。 

（２）泊地 

泊地の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 泊地に許容される静穏度は、利用漁船の諸元及び利用状況に応じて適切に設定され

ること。 

イ 泊地の広さ、形状及び水深は、利用漁船の諸元及び利用状況並びに蓄養殖等の水面

利用を考慮して、適切な諸元を有すること。 

 （３）漁具管理水域 

     漁具管理水域の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 漁具が漁船の航行及び他の水域利用に影響を及ぼさないよう、適切に配置され、かつ、 

     所要の諸元を有すること。 

    イ 漁具管理水域の広さは、漁具の長さ及び幅、波、流れ、風の影響等を考慮し、適切な諸 

     元を有すること。 

    ウ 漁具管理水域の水深は、波、流れ、風等による漁具の動揺を考慮し、漁具の深さ以上の 

     適切な諸元を有すること。 

    エ 漁具に水産動植物が存在する場合、漁具管理水域の水質は、水産動植物に負荷をかけな 

     いよう、適切に設定すること。 

    オ 台風等荒天時に一時的に漁具を移動させて適切な管理ができるよう、静穏な水域に配置 

     すること。 

 

第５ 輸送施設 

  輸送施設の目的は、水産物、漁業用資材等の円滑な搬入・搬出及び漁港地区内での移動並

びにこれらに付随する作業の利便性及び安全性を確保することを基本とする。その目的を達

成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 輸送施設の要求性能 

（１）共通 

輸送施設に共通する要求性能は、漁港及びその周辺の地域における交通の状況、水産物

及び漁業用資材の輸送量・輸送手段等を考慮して、適切であることとする。 

（２）道路 

道路の要求性能は、対象施設の重要度、地域特性及び車両その他の利用状況に応じ

て、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 漁港の利用形態、隣接地域との関連等に配慮し、安全かつ円滑な交通を確保するた

め適切なものとする。 

イ 計画交通量、車種、歩行者等を考慮した作用に対して、構造上安全なものとする。 

ウ レベル１地震動によって構造物に発生する損傷が限定的なものにとどまり、軽微な

補修により早期に機能が回復できるものとするとともに、レベル２地震動によって構

造物に発生する損傷が致命的なものに至らず、人命、財産等に影響を及ぼさないもの

とする。 
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エ 耐震強化岸壁に接続する道路にあっては、レベル１地震動に対して、構造上安全な

ものとするとともに、レベル２地震動によって構造物に発生する損傷が限定的なもの

にとどまり、軽微な補修により早期に機能が回復できるものとする。 

オ エの規定は、耐震強化岸壁に準じる岸壁に接続する道路及び万一損傷すると地域の

交通機能に著しい影響を与えるか、又は隣接する施設に重大な影響を与える道路につ

いても適用する。 

（３）駐車場 

駐車場の要求性能は、車両その他の利用状況に応じて、以下の要件を満たしているこ

ととする。 

ア 車両の安全かつ円滑な利用を確保するため適切なものとする。 

イ 利用台数、車種、利用者等の作用に対して、構造上安全なものとする。 

（４）橋 

橋の要求性能は、対象施設の重要度、地域特性及び橋の構造形式に応じて、以下の要

件を満たしていることとする。 

ア 漁港の利用形態、隣接地域との関連等に配慮し、安全かつ円滑な交通を確保するた

め適切なものとする。 

イ 自重、風、波、載荷重、レベル１地震動、船舶の衝突等の作用に対して、構造上安

全なものとするとともに、レベル２地震動によって構造物に発生する損傷が致命的な

ものに至らず、人命、財産等に影響を及ぼさないものとする。 

ウ 耐震強化岸壁に接続する橋にあっては、レベル２地震動によって構造物に発生する

損傷が限定的なものにとどまり、軽微な補修により早期に機能が回復できるものとす

る。 

エ ウの規定は、耐震強化岸壁に準じる岸壁に接続する橋、及び万一損傷すると地域の

交通機能に著しい影響を与えるか、又は隣接する施設に重大な影響を与える橋につい

ても適用する。 

２ 輸送施設の性能規定 

（１）共通 

輸送施設に共通する性能規定は、漁港における安全かつ円滑な交通を確保するため、

交通の発生状況、計画上の交通量、周辺の自然状況、他の交通施設との円滑な接続、そ

の他の交通施設の利用状況等に応じて、適切に配置され、かつ、所要の諸元を有するこ

ととする。 

（２）道路 

道路の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 道路の幅員及び構成については、計画交通量、車種、歩行者等の諸条件及び隣接す

る漁港施設などの利用状況に応じ、適切な諸元を有すること。 

イ 道路の舗装は、計画交通量、車種等の諸条件に応じ、所要の耐久性を有すること。 

ウ 耐震強化岸壁に接続する道路にあっては、レベル２地震動の作用後に設計対象施設

に求められる機能が確保できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有するこ

と。 

エ ウの規定は、耐震強化岸壁に準じる岸壁に接続する道路、及び万一損傷すると地域

の交通機能に著しい影響を与えるか、又は隣接する施設に重大な影響を与える道路に

ついても適用する。 

オ 道路の構造、配置及び附属設備等に関し、アからエまでに規定しない事項について

は、漁港で発生する交通の特性に応じて道路構造令（昭和 45年政令第 320号）に準じ

ていること。 
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（３）駐車場 

駐車場の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 駐車場及び周辺の漁港施設などの利用、円滑な道路交通等に支障のないよう適切に

配置され、かつ、所要の規模を有すること。 

イ 駐車場の舗装は、利用台数、車種等を考慮した載荷重等の作用に対して、所要の耐

久性を有すること。 

（４）橋 

橋の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 他の漁港施設などの上部空間を横断する橋にあっては、各施設の安全かつ円滑な利

用に支障を及ぼさないよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 耐震強化岸壁に接続する橋にあっては、レベル２地震動の作用後に設計対象施設に

求められる機能が確保できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

ウ イの規定は、耐震強化岸壁に準じる岸壁に接続する橋、及び万一損傷すると地域の

交通機能に著しい影響を与えるか、又は隣接する施設に重大な影響を与える橋につい

ても適用する。 

 

第６ 漁港施設用地 

  漁港施設用地の目的は、漁港内で行われる漁業活動に供することを基本とする。その目的

を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 漁港施設用地の要求性能 

（１）共通 

漁港施設用地に共通する要求性能は、対象用地の用途に応じて、以下の要件を満たして

いることとする。 

ア 設計対象用地の用途並びに隣接用地及び周辺用地の利用状況を考慮して、安全かつ

円滑な利用ができるよう適切なものとする。 

イ 用途及び利用状況に応じた載荷重等に対して、安全なものとする。 

（２）人工地盤 

人工地盤の要求性能は、対象施設の重要度及び用途に応じて、以下の要件を満たして

いることとする。 

ア 設計対象施設を設置する用地、隣接用地及び周辺用地の利用状況を考慮して、安全

かつ円滑な利用ができるよう適切なものとする。 

イ 自重、載荷重、レベル１地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

ウ 耐震性能を強化する施設にあっては、レベル２地震動によって構造物に発生する損

傷が限定的なものにとどまり、軽微な補修により早期に機能が回復できるものとす

る。 

エ 耐津波性能を強化する施設にあっては、設計津波に対して構造上安全なものとす

る。 

２ 漁港施設用地の性能規定 

（１）共通 

漁港施設用地に共通する性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 自然条件、利用状況、周辺の状況、環境、習慣等に配慮して、漁港における活動を

機能的かつ合理的に行えるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 用地内に雨水等を滞留させないための適切な排水設備を有すること。 

（２）人工地盤 

人工地盤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 
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ア 自重、レベル１地震動、載荷重等の作用に対して、構造及び部材が所要の安全性及

び耐久性を有すること。 

イ 避難誘導施設としての人工地盤にあっては、自重、載荷重、設計対象とする地震

動、設計津波、漁船の衝突等の作用に対して、構造及び部材が所要の安全性及び耐久

性を有すること。 

 

第７ 水産種苗生産施設 

   水産種苗生産施設の目的は、水産動植物の種苗を生産することを基本とする。その目的を達 

  成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 水産種苗生産施設の要求性能 

   水産種苗生産施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の 

  要件を満たしていることとする。 

    ア 水産動植物の種類、種苗生産の方法、生産計画量を考慮して、適切なものとする。 

    イ 水産動植物が健康に産卵及び生育できる環境を保全できるよう適切なものとする。 

    ウ 水産種苗生産施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 水産種苗生産施設の性能規定 

   水産種苗生産施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 水産動植物の種類、種苗生産の方法、生産計画量を考慮して適切に配置され、かつ、所 

     要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 水産動植物の生産過程で適切な水温、水質等の管理ができるよう適切に配置され、かつ、 

     所要の諸元を有すること。 

    ウ 水産種苗生産施設の構造及び設備等は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

     等の関連法規に準じていること。 

 

第８ 陸上養殖施設 

   陸上養殖施設の目的は、陸上にて水産動植物を養殖生産することを基本とする。その目的を達 

  成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 陸上養殖施設の要求性能 

   陸上養殖施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を 

  満たしていることとする。 

    ア 水産動植物の種類、陸上養殖の方法、生産計画量、当該漁港の水産物生産や流通におけ 

     る役割、作業環境などを考慮して、適切なものとする。 

    イ 水産動植物が健康に生育できる環境を保全できるよう適切なものとする。 

    ウ 陸上養殖施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 陸上養殖施設の性能規定 

   陸上養殖施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 水産動植物の種類、陸上養殖の方法、生産計画量、当該漁港の水産物生産や流通におけ 

     る役割、作業環境などを考慮して適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を 

     有すること。 

    イ 水産動植物の養殖生産に適した水温、水質等を保持できるよう適切に配置され、かつ、 

     所要の諸元を有すること。 
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    ウ 陸上養殖施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準じていること。 

 

第９ 養殖用作業施設 

   養殖用作業施設の目的は、養殖用の資材の補修、組立、稚貝の選別、掃除などの共同作業など 

  に使用することを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本と 

  する。 

 １ 養殖用作業施設の要求性能 

   養殖用作業施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件 

  を満たしていることとする。 

    ア 養殖用の資材、稚貝の種類、共同作業の種類、作業環境や安全性を考慮して、適切なも 

     のとする。 

    イ 養殖用作業施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 養殖用作業施設の性能規定 

   養殖用作業施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 養殖用資材の規模や数量、稚貝の種類、共同作業の作業内容や作業面積、作業環境や安 

     全性を考慮して適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 養殖用作業施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準じていること。 

 

第 10 荷さばき所 

  荷さばき所の目的は、水産物の陸揚げから出荷までの一連の作業を安全かつ効率的に行う

ことを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 荷さばき所の要求性能 

荷さばき所の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を

満たしていることとする。 

ア 水産物の陸揚げ方法、荷さばき所の利用状況、周辺の関連施設等との一体性を考慮

して、適切なものとする。 

イ 荷さばき所の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

２ 荷さばき所の性能規定 

荷さばき所の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 水産物の量・種類及び取扱形態等の利用状況、清浄海水供給施設、製氷冷蔵施設、

排水処理施設及び水産加工場等の関連施設との作業動線を考慮して適切に配置され、

かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

イ 荷さばき所内の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切

に平面が構成され、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

ウ 荷さばき所の構造及び付帯設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、

食品衛生法（昭和 22年法律 233号）に基づき都道府県が定める施設基準に準じている

こと。 

 

第 11 配送用作業施設 

   配送用作業施設の目的は、荷さばき所から搬出した水産物を出荷するための集荷・分荷作業を 

  安全かつ効率的に行うことを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、 

  次を基本とする。 
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 １ 配送用作業施設の要求性能 

   配送用作業施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件 

  を満たしていることとする。 

    ア 水産物の集荷・分荷の作業、輸送形態、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を 

     考慮して、適切なものとする。 

    イ 配送用作業施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 配送用作業施設の性能規定 

   配送用作業施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 水産物の集荷・分荷の作業、輸送形態、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を 

     考慮して適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 配送用作業施設の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切に 

     構成され、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 配送用作業施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、食品 

衛生法に基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 

 

第 12 水産倉庫 

   水産倉庫の目的は、水産加工品や魚箱などを保管することを基本とする。その目的を達成する 

  ための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 水産倉庫の要求性能 

   水産倉庫の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を満た 

   していることとする。 

    ア 水産加工品や魚箱の種類、荷姿、保管期間並びに作業環境、安全性や周辺の関連施設と 

     の一体性を考慮し、適切なものとする。 

    イ 水産倉庫の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 水産倉庫の性能規定 

   水産倉庫の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 水産加工品や魚箱の種類、荷姿、保管期間並びに作業環境、安全性や周辺の関連施設と 

     の一体性を考慮して適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 水産倉庫内の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切に構成 

     され、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 水産倉庫の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、水産加工品 

を扱う場合には、食品衛生法に基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 

 

第 13 製氷、冷凍及び冷蔵施設 

   製氷、冷凍及び冷蔵施設の目的は、水産物の鮮度を保持することを基本とする。その目的を達成 

  するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 製氷、冷凍及び冷蔵施設の要求性能 

   製氷施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造、設備形式に応じて、以下の要件を満た 

  していることとする。 
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  （１）製氷施設 

    ア 漁船や荷さばき所での必要な施氷量、氷の種類、周辺の関連施設との一体性を考慮して、 

     適切なものとする。 

    イ 製氷施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

  （２）冷凍及び冷蔵施設 

    ア 水産物の種類、荷姿、漁獲量の変動に対応した調整機能、周辺の関連施設との一体性を 

     考慮して、適切なものとする。 

    イ 冷蔵及び冷凍施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 製氷、冷凍及び冷蔵施設の性能規定 

   製氷、冷凍及び冷蔵施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

  （１）製氷施設 

    ア 漁船や荷さばき所での必要な施氷量、氷の種類、周辺の関連施設との一体性を考慮して 

     適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 製氷施設内の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切に構成 

     され、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 製氷施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、食品衛生法 

に基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 

  （２）冷凍及び冷蔵施設 

    ア 水産物の種類、荷姿、漁獲量の変動に対応した調整機能、周辺の関連施設との一体性を 

     考慮して適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 冷蔵及び冷凍施設内の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適 

     切に構成され、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 冷蔵及び冷凍施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、 

      食品衛生法に基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 

 

第 14 加工場 

   加工場の目的は、水産物の処理及び加工を衛生的かつ効率的に行うことを基本とする。その目 

  的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 加工場の要求性能 

   加工場の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を満たし 

  ていることとする。 

    ア 水産物の種類、加工方法、生産計画量、衛生管理の方法などを考慮し、適切なものとす 

     る。 

    イ 加工場の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 加工場の性能規定 

   加工場の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 水産物の種類、加工方法、生産計画量、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を 

     考慮して適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 加工場内の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切に構成 

     され、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 
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    ウ 加工場の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、食品衛生法に 

基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 

 

第 15 仲卸施設 

   仲卸施設の目的は、仲卸業者が小売業者に水産物の販売を行うことを基本とする。その目的を 

  達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 仲卸施設の要求性能 

   仲卸施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を満た 

  していることとする。 

    ア 水産物の種類、荷姿や取扱量、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を考慮し、 

     適切なものとする。 

    イ 仲卸施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 仲卸施設の性能規定 

   仲卸施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 水産物の種類、荷姿や取扱量、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を考慮して 

     適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 仲卸施設の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切に構成さ 

     れ、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 仲卸施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、食品衛生法 

に基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 

 

第 16 直売所 

   直売所の目的は、漁業者が共同で消費者に水産物の販売を行うことを基本とする。その目的を 

  達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 直売所の要求性能 

   直売所の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を満た 

  していることとする。 

    ア 販売する水産物の形態、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を考慮して、適切 

     なものとする。 

    イ 直売所の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 直売所の性能規定 

   直売所の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 販売する水産物の形態、衛生管理の方法、周辺の関連施設との一体性を考慮して適切に 

     配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有すること。 

    イ 直売所内の利用状況に応じて要求される衛生管理レベルを保持できるよう適切に構成さ 

     れ、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 直売所の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準ずるとともに、食品衛生法に 

基づき都道府県が定める設備基準に準じていること。 
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第 17 発電施設 

   発電施設の目的は、複数の漁港施設に必要な電力を供給することを基本とする。その目的を達 

  成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 発電施設の要求性能 

   発電施設の要求性能は、対象施設の利用状況及び構造・設備形式に応じて、以下の要件を満た 

  していることとする。 

    ア 電力を供給する漁港施設の電力の消費量、利用状況や発電の方法などを考慮し、適切な 

     ものとする。 

    イ 発電施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安全なものとする。 

 ２ 発電施設の性能規定 

   発電施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

    ア 電力を供給する漁港施設の電力の消費量、利用状況や発電の方法などを考慮して適切に 

     配置され、かつ、所要の整備機能を有すること。 

    イ 太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用する施設においては、季節や時間変動など 

     を考慮して必要な発電量を確保でき、かつ、所要の諸元及び必要な設備機能を有すること。 

    ウ 発電施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法規に準じていること。 

 

第 18 漁港浄化施設 

  漁港浄化施設の目的は、漁港内で発生する水産関連排水の処理又は陸揚げから出荷までの

工程で使用される用水を供給することを基本とする。その目的を達成するための要求性能及

び性能規定は、次を基本とする。 

１ 漁港浄化施設の要求性能 

漁港浄化施設の要求性能は、設置する施設、利用規模等に応じて、以下の要件を満たしてい

ることとする。 

ア 排水処理施設にあっては、漁港内で発生する各種排水を目標水質に処理し、放流で

きるよう適切なものとする。 

イ 清浄海水導入施設にあっては、利用目的に応じた水質及び水量を安定して供給でき

るよう適切なものとする。 

２ 漁港浄化施設の性能規定 

漁港浄化施設の性能規定は、対象施設に応じて以下に定めるとおりとする。 

ア 海水導入施設にあっては、漁港で使用する海水（陸揚げ時の用水、洗浄用水、製

氷・保冷用水、活魚水槽用水、水産加工用水等）を十分な量及び水質で確保できるよ

う適切に配置され、かつ、所要の規模を有すること。 

イ 排水処理施設にあっては、水産関連排水（漁港内の荷さばき排水、水産加工場から

の排水等）を処理できるよう適切に配置され、かつ、所要の規模を有すること。 

ウ 放流される処理水は、放流先の水域利用及び自然・生活環境に影響を及ぼさないよ

う適切な水質であること。 

 

第 19 漁港環境整備施設 

   漁港環境整備施設の目的は、漁港の環境改善、安全性の向上、防災力強化等に資するとともに 

  災害時に漁港利用者などの迅速かつ安全な避難を可能にすることを基本とする。その目的を達成 

  するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 
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１ 漁港環境整備施設の要求性能 

（１）共通 

漁港環境整備施設に共通する要求性能は、対象施設の用途に応じて、以下の要件を満た

していることとする。 

ア 災害時、応急対策時及び災害復旧時の避難場所、緊急物資等の一時保管場所等とし

て利用できるよう適切なものとする。 

イ 利用者（高齢者等）の安全性及び快適性に配慮し、周辺環境及び景観との調和を図

り、良好な漁港環境を創出できるよう適切なものとする。 

（２）緑地 

緑地の要求性能は、第６の１の（１）の規定を準用する。 

  （３）避難施設、避難経路、防災情報提供施設 

     避難施設、避難経路、防災情報提供施設の要求性能は、対象施設の用途に応じて、以下の 

    要件を満たしていることとする。 

    ア 災害時に漁港利用者などの迅速かつ安全な避難ができるよう適切なものとする。 

    イ 避難施設、避難経路及び防災情報提供施設の利用状況に応じた作用に対して、構造上安 

     全なものとする。 

 

２ 漁港環境整備施設の性能規定 

 （１）緑地 

     緑地の性能規定は、利用目的に応じて適切に配置され、かつ、所要の規模を有することと 

    する。 

  （２）避難施設、避難経路、防災情報提供施設 

     避難施設、避難経路、防災情報提供施設の性能規定は、利用目的に応じて、以下の要件を 

    満たしていることとする。 

    ア 想定される災害状況に応じて適切に配置され、かつ、所要の諸元、必要な設備機能を有 

     すること。 

    イ 避難施設、避難経路及び防災情報提供施設の構造及び設備等は、建築基準法等の関連法 

規に準じていること。 

 

第 20 防風施設 

防風施設の目的は、漁港内に発生する風の影響を低減することで、漁船の安全な係留、陸

揚げ等、漁港内での作業効率及び安全性を向上させることを基本とする。その目的を達成す

るための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 防風施設の要求性能 

防風施設の要求性能は、対象施設の設置状況に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 背後地の用途及び利用状況等を考慮し、適切なものとする。 

イ 風、波等の作用に対して構造上安全なものとする。 

２ 防風施設の性能規定 

防風施設の性能規定は、対象施設に応じて以下に定めるとおりとする。 

ア 漁港における風の障害が軽減されるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有す

ること。 

イ 自重、風、波等の作用に対して、各部材に発生する応力が許容値以下となること。 
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第 21 漁業集落環境整備施設 

  漁業集落環境整備施設の目的は、水産物の安定供給、漁業者等の就業及び居住の場のほ

か、国土及び自然環境の保全、国民の健全な余暇活動の場、漁村漁労文化の継承及び教育の

場等の多面的役割を向上させることを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び

性能規定は、次を基本とする。 

１ 漁業集落環境整備施設の要求性能 

（１）共通 

漁業集落環境整備施設に共通する要求性能は、長期的・総合的視点に立ち、地域特性に

応じた創意工夫、漁港整備との連携、住民参加、合意形成等に配慮し、適切であることと

する。 

（２）漁業集落道 

漁業集落道の要求性能は、第５の１の（２）の規定を準用する。 

 

（３）水産飲雑用水施設 

水産飲雑用水施設の要求性能は、漁港及び漁業集落内で使用される生活及び水産用水

を供給できるよう適切なものとする。 

（４）漁業集落排水施設 

漁業集落排水施設の要求性能は、漁港及び漁業集落内から排出される各種排水を、目

標水質に処理し、放流できるよう適切なものとする。 

２ 漁業集落環境整備施設の性能規定 

（１）漁業集落道 

漁業集落道の性能規定は、第５の２の（２）の規定を準用する。 

（２）水産飲雑用水施設 

水産飲雑用水施設の性能規定は、用水の目的に応じて以下に定めるとおりとする。 

ア 漁港及び漁業集落内で使用される用水を供給できるよう適切に配置され、かつ、所

要の諸元を有すること。 

イ 用水の目的に応じた適切な水質を満足していること。 

（３）漁業集落排水施設 

漁業集落排水施設の性能規定は、用水の目的に応じて以下に定めるとおりとする。 

ア 漁港及び漁業集落内から排出される雑排水及びし尿の処理並びに雨水排除が行える

よう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 放流される処理水は、放流先の水域利用及び自然・生活環境に影響を及ぼさないよ

う適切な水質であること。 

ウ 汚水の排除方式は、原則、分流式であること。ただし、雨水の完全な分離が困難な

荷さばき所等にあっては、雨水の混入が極力少なくなるようにして施設計画を行うこ

とができる。 

 

第 22 魚礁 

  魚礁の目的は、対象生物の漁獲の増大、操業の効率化及び保護育成を図ることを基本とす

る。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

１ 魚礁の要求性能 

（１）共通 

魚礁に共通する要求性能は、対象生物の分布・行動等の生態及び漁業の実態を考慮し、

造成漁場の効率的な利用及び的確な管理が行われるよう適切であることとする。 
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（２）沈設魚礁 

沈設魚礁の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 対象生物に対して蝟集効果を発揮できるよう、対象生物の生理・生態に合わせて、

餌場、産卵場、生息場等として機能できるよう適切なものとする。 

イ 波、流れ等の作用に対して構造上安全なものとする。 

ウ 洗掘、埋没又は沈下により設計対象施設の機能が低下しないよう考慮する。 

（３）浮魚礁 

浮魚礁の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 対象生物を蝟集することができるよう適切なものとする。 

イ 波、流れ等及び設置・回収時に想定される作用に対して構造上安全なものとする。 

ウ 供用期間を満了した施設を技術的に可能かつ妥当な方法で撤去できるよう適切なも

のとする。 

２ 魚礁の性能規定 

（１）沈設魚礁 

沈設魚礁の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 対象生物に対して蝟集効果を発揮できるよう、対象生物の生理・生態に合わせて、

餌場、産卵場、生息場等として適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 波、流れ等の作用に対して、沈設魚礁の滑動及び転倒等、構造の安定性が満足され

ること。 

ウ 製作時の吊荷重、設置時の着底衝撃力等の作用に対して、沈設魚礁を構成する部材

に生じる応力度が許容値以下であること。 

（２）浮魚礁 

浮魚礁の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 対象生物に対して蝟集、滞留及び誘導する効果を発揮できるよう適切に配置され、

かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 給餌、散水、発光、流失警報発信機、漁場環境観測装置等の付加機能がある場合

は、それらの機能を満足できるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有するこ

と。 

ウ 自重、浮力、波、流れ、風、生物の付着荷重等の作用に対して、浮体が静的かつ動

的に安定した構造であること。 

エ 波、流れ、風等の作用によって係留索に生じる応力が許容値以下であること。 

オ 係留索に生じる最大引張力に対して、係留アンカーの滑動等、構造の安定性が満足

されること。 

カ 漁船等の船舶の航行に影響を及ぼさないよう、適切に配置又は配慮されているこ

と。 

キ 浮魚礁の部材は、供用期間が満了した後、撤去できるよう配慮されているととも

に、撤去時の作用に対して、所要の耐久性を有すること。 

 

第 23 増殖場 

  増殖場の目的は、対象生物の資源増大若しくは保護育成を図ること、又は増殖に好適な環

境を維持・管理することを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定

は、次を基本とする。 

１ 増殖場の要求性能 

（１）共通 

増殖場に共通する要求性能は、対象生物の生理・生態、餌料等を含む対象生物に適した
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生育環境及び成長段階に応じた場のネットワーク化、漁業の実態並びに栽培漁業や資源管

理のための当該海域における取組状況を考慮し、対象となる漁場及び周辺海域の安全かつ

円滑な利用及び的確な管理を行えるよう適切であることとする。 

（２）着定基質 

藻場礁としての着定基質の要求性能は、設置状況に応じて、以下の要件を満たしてい

ることとする。 

ア 対象生物を着定させることができるよう適切なものとする。 

イ 波、流れ等の作用に対して構造上安全なものとする。 

保護育成礁にあっては、ア及びイのほか、以下の要件を満たしていること。 

ウ 対象生物の餌場、生息場、産卵場、逃避場等として、適切なものとする。 

エ 特に対象生物の保護を目的とする保護育成礁にあっては、漁具によるけん引等の作

用に対して構造上安全なものとする。 

（３）干潟・浅場 

干潟・浅場の要求性能は、設置状況に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 対象生物の生息に適した水深及び海底勾配を維持することができるよう適切なもの

とする。 

イ 対象生物の生息に適した底質を維持することができるよう適切なものとする。 

ウ 対象生物の生息に適した海水交換ができるよう適切なものとする。 

（４）消波施設 

消波施設の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 漁場内に侵入する波を低減することができるよう適切なものとする。 

イ 自重、波等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（５）防氷堤 

防氷堤の要求性能は、防氷堤の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たし

ていることとする。 

ア 漁場内に侵入する流氷等を低減することができるよう適切なものとする。 

イ 自重、波、流氷等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（６）海水交流施設 

海水交流施設の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 漁場内の水域環境を改良・保全することができるよう適切なものとする。 

イ 自重、波、地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（７）中間育成施設 

中間育成施設の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとす

る。 

ア 漁場内の良好な環境の整備に資するとともに、設計対象施設の利用者の安全を確保

できるよう適切なものとする。 

イ 波、流れ等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（８）湧昇流発生構造物 

湧昇流発生構造物の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていること

とする。 

ア 貧栄養となっている有光層に栄養塩を補給できるよう適切なものとする。 

イ 自重、波、流れ等の作用に対して構造上安全なものとする。 

 



23 
 

（９）循環流発生構造物 

循環流発生構造物の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていること

とする。 

ア 対象生物の滞留に適した循環流を発生させることができるよう適切なものとする。 

イ 自重、波、流れ等の作用に対して構造上安全なものとする。 

（10）藻留施設 

藻留施設の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 対象生物に適した流動を発生させることができるよう適切なものとする。 

イ 波、流れ等の作用に対して構造上安全なものとする。 

 

２ 増殖場の性能規定 

（１）藻場礁 

藻場礁の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 藻場礁が増殖対象とする海藻の生育に好適な天端高、流動、基質形状、光、海底面

からの高さ等の諸元を有すること。 

イ 波、流れ等の作用に対して、藻場礁の安定質量を満足していること。 

ウ 漁船等の船舶の航行に影響を及ぼさないよう、適切に配置又は配慮されているこ

と。 

（２）保護育成礁 

保護育成礁の性能規定は、構造形式に応じて、（１）又は第 12の２の（１）の規定を

準用するほか、対象生物を漁獲から保護するための施設にあっては、以下に定めるとお

りとする。 

ア 増殖場の区域内において対象生物の漁獲を制御できるよう適切に配置され、かつ、

所要の諸元を有すること。 

イ 保護育成礁の位置を容易に特定できるよう、魚群探知機等で視認できる諸元を有す

ること。 

ウ 漁具によるけん引等の作用に対して、移動しない構造であること。 

（３）干潟・浅場 

干潟・浅場の性能規定は、（１）の規定を準用するほか、以下に定めるとおりとする。 

ア 対象生物の生息に適した地盤高の諸元が確保されること。 

イ 対象生物の生息に適した底質の性状が確保されること。 

ウ 対象生物の生息に適した海水交流が確保されること。 

エ 波、流れ、漂砂等の作用に対して、干潟・浅場等の底質材料が漁場機能に影響を及

ぼさない程度で安定していること。 

（４）消波施設 

消波施設の性能規定は、構造形式に応じて、第２の２の規定を準用するほか、以下に

定めるとおりとする。 

ア 波及び流れの作用に対して、防護対象となる漁場の施設の機能に影響を及ぼさない

程度の静穏度を満足するよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 漁場管理作業の安全性及び効率性に対して影響を及ぼさない程度の静穏度を満足す

るよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

ウ 対象生物の生息環境を阻害しないよう、適切な波、流れ及び水質が維持されるこ

と。 

（５）防氷堤 

防氷堤の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 
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ア 流氷を漁場水域内に侵入させないよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有する

こと。 

イ 自重、浮力、波、流れ、氷荷重等の作用に対して、構造部材に応じた適切な安定性

及び構造強度を有すること。 

（６）海水交流施設 

海水交流施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 対象水域の水質を維持又は向上させるために必要な海水が交換されるよう適切な規

模及び所要の諸元を有すること。 

イ 自重、波、流れ等の作用に対して、施設の機能性に影響を及ぼさないよう、構造形

式に応じて適切な安定性及び構造強度を有すること。 

（７）中間育成施設 

中間育成施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 対象生物の生態や生息環境に応じて、適切な育成環境が維持できるよう適切な規模

及び所要の諸元を有すること。 

イ 波、流れ等の作用に対して、施設の機能性に影響を及ぼさないよう構造形式に応じ

て適切な安定性及び構造強度を有すること。 

（８）湧昇流発生構造物 

湧昇流発生構造物の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 海域特性及び漁場特性を踏まえた適切な海域で、成層深度、有光層、栄養塩の鉛直

分布等を考慮した効果的な水深に設置すること。 

イ 貧栄養となっている有光層に必要な栄養塩を海底付近から供給できるよう、適切に

配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

ウ マウンド型構造物にあっては、自重、波、流れ等の作用に対して、マウンドに用い

る材料が所要の質量を満足し、かつ、基礎の支持力が許容値を満足すること。 

エ 衝立型構造物にあっては、自重、波、流れ等の作用に対して、堤体の滑動及び転

倒、基礎の支持力等、構造の安定性が満足していること。 

（９）循環流発生構造物 

循環流発生構造物の性能規定は、構造形式に応じて、第２の２の規定を準用するほ

か、海水中に含まれる浮遊幼生、懸濁物質及び溶存物質の拡散を抑止できる循環流を発

生させられるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有することとする。 

（10）藻留施設 

藻留施設の性能規定は、以下に定めるとおりとする。 

ア 貝類等の餌となる流れ藻を漁場内に滞留させられるよう適切に配置され、かつ、所

要の諸元を有すること。 

イ 波、流れ等の作用に対して、設計対象施設の機能に影響を及ぼさないよう所要の強

度及び安定性を有すること。 

 

第 24 養殖場 

  養殖場の目的は、対象生物を生産若しくは育成すること、又は養殖に好適な環境を維持・

管理することを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、次を基本

とする。 

１ 養殖場の要求性能 

（１）共通 

養殖場に共通する要求性能は、対象生物の成育に必要な水質・底質及び水域の静穏度並

びに造成漁場利用予定者の営漁状況を考慮し、対象となる漁場及び周辺海域の安全かつ円
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滑な利用及び的確な管理を行うため適切であることとする。 

（２）消波施設 

養殖場に設置する消波施設の要求性能は、第 13の１の（４）の規定を準用する。 

（３）防氷堤 

養殖場に設置する防氷堤の要求性能は、第 13の１の（５）の規定を準用する。 

（４）海水交流施設 

養殖場に設置する海水交流施設の要求性能は、第 13の１の（６）の規定を準用する。 

（５）区画施設  

区画施設の要求性能は、構造形式に応じて、以下の要件を満たしていることとする。 

ア 対象生物の成育に良好な環境の整備に資するとともに、設計対象施設の利用者の安

全を確保できるよう適切なものとする。 

イ 波、風、流れ、地震動等の作用に対して構造上安全なものとする。 

２ 養殖場の性能規定 

（１）消波施設 

養殖場に設置する消波施設の性能規定は、第 13の２の（４）の規定を準用する。 

（２）防氷堤 

養殖場に設置する防氷堤の性能規定は、第 13の２の（５）の規定を準用する。 

（３）海水交流施設 

養殖場に設置する海水交流施設の性能規定は、第 13の２の（６）の規定を準用する。 

（４）区画施設 

区画施設の性能規定は、以下のとおり定めるものとする。 

ア 水域にあっては、漁船等の航行及び他の水域利用に影響を及ぼさないよう適切に配

置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

イ 対象生物の養殖及び蓄養が効率的に行えるよう、また水域にあっては、養殖場内に

適正な流路が確保されるよう適切に配置され、かつ、所要の諸元を有すること。 

ウ 養殖筏にあっては、波、流れ、風、生物の付着荷重等の作用に対して、区画施設及

びアンカーが移動及び損傷を生じないよう適切な安定性及び構造強度を有すること。 

エ その他の構造物にあっては、自重、波、地震動等の作用に対して、設計対象施設の

機能に影響を及ぼさないよう、構造形式に応じて適切な安定性及び構造強度を有する

こと。 

 

第 25 増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設 

   増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設の目的は、対象生物の生息状況若し 

  くは生息環境を的確に把握し、又は対象生物の種苗を生産することを基本とする。その目的を達 

  成するための要求性能及び性能規定は、次を基本とする。 

 １ 増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設の要求性能 

   増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設の要求性能は、生物に応じて、以下 

  の要件を満たしていること。 

    ア 増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設の要求性能は、対象生物の生 

     息状況又は生息環境を的確に把握ができるよう、それらの保全を考慮して、適切なも 

     のとする。 

    イ 水産動植物の種苗を生産する施設の要求性能は、「第７章 水産種苗生産施設」の規定を 

     準用する。 
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 ２ 増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設の性能規定 

   増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設の性能規定は、以下に定めるとおり 

  とする。 

    ア 対象生物の生息状況又は生息環境を的確に把握できるよう、それらの保全を考慮し 

     て、必要な設備機能を有すること。 

    イ 増殖及び養殖を推進するための事業により整備される施設に必要な設備等は、海洋水産 

     資源開発促進法（昭和 46 年法律第 60 号）等の関連法規に準じていること。 

    ウ 水産動植物の種苗を生産する施設の性能規定は、「第７章 水産種苗生産施設」の規定を 

     準用する。 

 

第 26 漁場環境保全施設 

  漁場環境保全施設の目的は、漁場の水域環境の保全、生産力の回復、水産資源の生息場の

環境修復等を図ることを基本とする。その目的を達成するための要求性能及び性能規定は、

次を基本とする。 

１ 漁場環境保全施設の要求性能 

漁場環境保全施設の要求性能は、対象地及び周辺の状況に応じて、以下の要件を満たしてい

ることとする。 

ア 対象となる漁場及び周辺海域の安全かつ円滑な利用及び的確な管理を行うため適切

なものとする。 

イ 想定される作用に対して構造上安全なものとする。 

２ 漁場環境保全施設の性能規定 

漁場環境保全施設の性能規定は、構造形式に応じて、類似した施設の適切な性能規定を準用

するほか、対象生物の生息環境及び漁業形態に応じて、水質、底質等が生物生息に適した環境

を維持できるよう適切な規模及び所要の諸元を維持できることとする。 

 

附則 

  この通知の際、現に設置されている漁港漁場施設など（整備中のものも含む。）がこの通知の

規定に適合しない場合においては、通知後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該

施設については、当該規定の対象としない。 

 


